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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等
 

回次
第122期

第３四半期連結
累計期間

第123期
第３四半期連結

累計期間
第122期

会計期間

自　2021年
　１月１日
至　2021年
　９月30日

自　2022年
　１月１日
至　2022年
　９月30日

自　2021年
　１月１日
至　2021年
　12月31日

売上高 (百万円) 47,939 58,959 65,978

経常利益 (百万円) 4,574 9,262 6,870

親会社株主に帰属する四
半期純利益

(百万円) 3,455 7,450 7,768

四半期包括利益又は包括
利益

(百万円) 4,643 9,032 9,188

純資産額 (百万円) 59,780 70,408 64,325

総資産額 (百万円) 87,586 103,960 95,888

１株当たり四半期純利益 (円) 23.54 50.73 52.91

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 68.2 67.7 67.0

 

回次
第122期

第３四半期連結
会計期間

第123期
第３四半期連結

会計期間
 

会計期間

自　2021年
　７月１日
至　2021年
　９月30日

自　2022年
　７月１日
至　2022年
　９月30日

 

１株当たり四半期純利益 (円) 11.02 12.89  

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し

た後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事

業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスク

について重要な変更があった事項は、次のとおりです。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断した

ものであります。

　また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部　

企業情報　第２　事業の状況　２　事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、文中の

下線部分が変更箇所です。

 

(1)　合金鉄の販売価格は国際市況を基準としていることから、国際的な製品需給により市況が変

動した場合には、業績に影響を与える可能性があります。当社グループの売上高はほとんどが国

内向けとなっており、業績はわが国の経済情勢、とりわけ粗鋼生産量の変動により多大な影響を

受けます。また、中国を始めとするアジア諸国等における経済情勢は自動車をはじめとする我が

国の輸出動向を経て粗鋼生産・合金鉄需要に影響を与え、当社の業績が変動する可能性がありま

す。加えて、新型コロナウイルス感染症が拡大することや地政学的リスクが顕在化することで、

経済活動が停滞し当社製品の需要が落ち込むことにより、業績が影響を受ける可能性がありま

す。当社は、国際市況、経済動向を十分に見据えながら適切に対応すべく、機動的な生産計画の

見直しに加え生産体制の見直し等当該リスクの低減に努めてまいります。

 

(3)　マンガン鉱石、コークス、レアアース、原油等の原燃料価格は国際市況に連動しており、国

際的な資源需給の変動、資源輸出国における経済・社会情勢等の変化、巨大化した資源資本の行

動様式の変化、天災地変等に起因する市況変動等が業績に影響を与える可能性があります。当社

グループにおける製造原価には電力が相応の割合を占めている為、原燃料の価格変動に起因する

電力価格の変動が、業績に影響を与える可能性があります。また、自然災害等による仕入先の操

業停止、出荷停止、物流寸断等により、電力を含む原燃料等の調達に支障が生じた場合、生産活

動の制約を受け、業績に影響を与える可能性があります。当社は、継続的な原料サプライヤーと

の関係性により柔軟な契約形態を採用するとともに、安価原料使用や原料ソース分散などによる

製造コスト低減や一般管理費の削減などにより収益への影響を最小限にとどめるよう努めてまい

ります。また、一定数量以上の原料在庫の確保や原料ソース分散により、自然災害等による生産

活動の制約のリスクの低減に努めております。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(2022年11月８日)現在において判断したも

のであります。

 

(1) 経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日）における世界経済は、ア

メリカではなお拡大の動きは見られたものの、全般的にはロシアによるウクライナ侵攻に伴う

エネルギー価格や資源価格の上昇、インフレを抑制するための中央銀行の金融引き締め、さら

には中国におけるゼロコロナ政策の継続などにより全般的に成長は鈍化しております。

　我が国においては、欧米における政策金利引き上げによる円安や資源価格上昇などのマイナ

ス影響はありましたが、新型コロナウイルス感染対策の緩和を背景に、個人消費を中心に緩や

かな回復の動きが見られました。

　このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は、主力の合金鉄事業において販

売価格が高いレベルで推移したことに加え、為替も前年同期と比べ円安傾向で推移したため、
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58,959百万円（前年同期比23.0％増）となりました。利益面では、営業利益は7,392百万円（同

16.2％増）、経常利益は9,262百万円（同102.5％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純

利益は7,450百万円（同115.7％増）となりました。

 

　セグメントの経営成績は、次のとおりです。

 

（合金鉄事業）

　当第３四半期連結累計期間における世界の粗鋼生産量は、世界的な金融引き締め政策等を背

景とした世界経済の下振れリスクや、欧州でのエネルギー価格高騰による悪影響などにより下

押し圧力が強くなっていた一方で、中国では政府の景気支援策効果により個人消費に底打ちの

動きが見られたものの14億520万トンと前年同期と比べ4.3％減少しました。また、国内粗鋼生

産量は、大企業の設備投資に回復の動きがあったものの、自動車業界の供給制約が解消してい

ないことなどから6,782万トンとなり、前年同期と比べ6.0％減少しました。

　こうした状況の中、主力製品である高炭素フェロマンガン製品市況は、世界的な需給緩和か

ら欧州を中心に足元では下落基調にありますが、販売価格は市況後追いで決定されるため、下

落前の市況が反映されていることに加え、為替も前年同期と比べて大幅な円安傾向で推移した

ことにより上昇しました。一方、製造原価につきましても、原料であるマンガン鉱石やコーク

ス等の価格高騰により上昇しました。

　また、海外持分法適用会社においても、製品市況の上昇により業績は堅調に推移しました。

　以上の結果、合金鉄事業の業績は、売上高・経常利益ともに前年同期を上回りました。

 

（機能材料事業）

　酸化ほう素のディスプレイ用ガラス基板向け販売は前年同期を大きく上回りましたが、顧客

サイドにおける半導体等の部品調達などの影響を受け、ニッケル水素電池用水素吸蔵合金・リ

チウムイオン電池用正極材受託事業など、電池材料関連の販売数量が大幅に減少しました。

　以上の結果、機能材料事業の業績は、売上高は前年同期を上回ったものの、経常利益は電池

材料関係の販売数量が減少したことや電力代上昇によるコストアップにより、前年同期を下回

りました。

 

（環境事業）

　環境システム事業につきましては、イオン交換樹脂塔の再生需要が堅調に推移したことと、

設備のメンテナンスが増加したため、売上高は前年同期を上回りました。

　中央電気工業㈱の焼却灰溶融固化処理事業につきましては、焼却灰溶融炉の修繕工事を実施

したことから処理量が減少し、売上高は前年同期を下回りました。また、電力代などの原材料

コストが増加したことから、経常利益も前年同期を下回りました。

　以上の結果、環境事業の業績は、売上高・経常利益ともに前年同期を下回りました。

 

（電力事業）

　FIT（再生可能エネルギー固定価格買取制度）を利用した売電事業として、２か所の水力発電

所が順調に稼働しました。また、気象条件に恵まれたため、当期の売電量は前年同期を上回り

ました。

　以上の結果、電力事業の業績は、売上高・経常利益ともに前年同期を上回りました。
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(2) 財政状態の状況

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ8,072百万円増加し

103,960百万円となりました。流動資産は、商品及び製品の増加等により、前連結会計年度末と

比べ3,683百万円増加し57,137百万円、固定資産は投資有価証券の増加等により、前連結会計年

度末と比べ4,388百万円増加し46,823百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1,989百万円増加し

33,552百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加によるものであります。なお、有

利子負債（短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、リース債務（流動負債）、長期借入

金、リース債務（固定負債））は、2,008百万円増加し19,767百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6,082百万円増加し

70,408百万円となりました。これは主に、利益剰余金等の増加によるものであります。

 

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当第３四半期連結累計期間において、当社の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に

ついて重要な変更はありません。

 

(4) 経営方針・経営戦略等

　当社グループは、今日まで蓄積を重ねてまいりました製品・技術・サービスをもって合金鉄

事業・機能材料事業・環境事業・電力事業における各種製品を改良・開発し、鉄鋼・電池材

料・電子部品材料などの業界をはじめ、各方面の需要家の皆様の要請にお応えしてまいりまし

た。

 

　当社グループは2021年～2023年を実行期間とする「第８次中期経営計画」を策定し、その達

成に向け取組んでおります。

 

　「既存ビジネスの強化」では、合金鉄事業の抜本的な生産構造改革及び一部需要家との価格

スキーム見直しによる収益の安定化を行いました。電池材料では自動車の電動化や自動運転

化、電子部品材料では５Ｇ需要の本格化に向け供給力の増強を行いました。今後、拡大する需

要を着実に取込んでまいります。環境事業では、パーフェクトリサイクルによる循環型社会へ

の貢献を目指し、焼却灰４号溶融炉の新設による増強を行いました。電力事業ではクリーンな

再生エネルギーの更なる創出・利用促進に取組んでまいります。また足下では高騰している電

力・原材料コスト上昇分を販売価格への転嫁に取組みつつ、各事業の競争力向上と収益力最大

化を追求してまいります。

 

　「新規ビジネスへの挑戦」では、脱炭素化、環境負荷低減の領域を中心とした新市場開拓、

新事業展開に挑戦し、素材開発や環境・リサイクル等の技術を生かした研究開発の推進、他社

との協業、海外展開など幅広く事業拡張の検討を進めてまいります。

 

　「事業環境変化に適応する強い企業体質の構築」では、サステナビリティ委員会を設置し、

持続的な成長に向け、機能材料や環境などの成長分野への積極的な投資を進めつつ、脱炭素化

への取組みやDXの推進を図ってまいります。

 

　目標とする経営指標としましては、第８次中期経営計画の最終年度（2023年）の業績目標

を、連結売上高600億円、連結経常利益60億円、ROE８％とし、株主価値の最大限化を図ってま

いります。

 

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
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　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上

の課題について重要な変更はありません。

 

(6) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当第３四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針について重要な変更はありません。

 

(7) 研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は409百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変

更はありません。
 

(8) 生産、受注及び販売の状況

　当第３四半期連結累計期間において、前年同期比で、合金鉄セグメントにおける販売の実績

に著しい増加がありました。その内容については、「(1)経営成績の状況」に記載しておりま

す。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

 

② 【発行済株式】
 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年11月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 146,931,567 146,931,567
東京証券取引所
（プライム市場）

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株式数は100株であ
ります。

計 146,931,567 146,931,567 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2022年７月１日～
2022年９月30日

－ 146,931,567 － 11,084 － 16,994

 

(5) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができませんので、直前の基準日である2022年６月30日の株主名簿により

記載しております。

① 【発行済株式】

    2022年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－ －
普通株式 11,100

完全議決権株式(その他) 普通株式 146,707,200 1,467,072 －

単元未満株式 普通株式 213,267 － －

発行済株式総数  146,931,567 － －

総株主の議決権  － 1,467,072 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が14,000株(議決権140個)含まれておりま

す。

２　単元未満株式数には当社所有の証券保管振替機構名義の株式50株が含まれております。

② 【自己株式等】

    2022年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
新日本電工株式会社

東京都中央区八重洲一丁目
４番16号

11,100 － 11,100 0.01

計 － 11,100 － 11,100 0.01
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２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありませ

ん。

 

（執行役員の状況）

　当社は、意思決定の迅速化による経営の効率性の向上と責任に明確化を目的に、執行役員制度

を導入しております。

　前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次の

とおりであります。

 

(1) 退任執行役員

役職名 氏名 退任年月日

総務に関する特命事項につき越

村専務執行役員を補佐
上　直 2022年７月31日

 

(2) 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

執行役員

総務に関する

特命事項につ

き越村専務執

行役員を補佐

執行役員

内部統制部長

委嘱

総務に関する

特命事項につ

き越村専務執

行役員を補佐

上　直
2022年４月１

日
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年７月

１日から2022年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けて

おります。
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１【四半期連結財務諸表】

(１) 【四半期連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,779 9,731

受取手形及び売掛金 19,440 11,684

商品及び製品 11,552 17,723

仕掛品 182 310

原材料及び貯蔵品 11,286 15,538

その他 1,228 2,164

貸倒引当金 △14 △16

流動資産合計 53,454 57,137

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,208 5,413

機械装置及び運搬具（純額） 8,537 9,183

土地 5,298 5,298

リース資産（純額） 3,493 3,355

建設仮勘定 564 1,814

その他（純額） 308 287

有形固定資産合計 23,411 25,354

無形固定資産 139 150

投資その他の資産   

投資有価証券 10,402 13,702

長期貸付金 4,930 5,231

繰延税金資産 3,171 2,010

その他 379 374

投資その他の資産合計 18,883 21,318

固定資産合計 42,434 46,823

資産合計 95,888 103,960
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,955 6,930

短期借入金 ※２ 2,000 ※２ 6,000

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 2,558 ※２ 2,558

リース債務 148 155

未払法人税等 778 739

賞与引当金 292 812

役員賞与引当金 43 52

事業整理損失引当金 41 －

設備関係支払手形 238 70

その他 4,224 4,454

流動負債合計 17,281 21,773

固定負債   

長期借入金 ※２ 8,751 ※２ 6,850

リース債務 4,300 4,203

繰延税金負債 489 5

退職給付に係る負債 325 305

その他 413 412

固定負債合計 14,282 11,778

負債合計 31,563 33,552

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,072 11,084

資本剰余金 21,427 21,439

利益剰余金 31,233 35,746

自己株式 △0 △0

株主資本合計 63,732 68,269

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 828 673

繰延ヘッジ損益 0 3

為替換算調整勘定 △524 1,219

退職給付に係る調整累計額 220 206

その他の包括利益累計額合計 524 2,102

非支配株主持分 68 36

純資産合計 64,325 70,408

負債純資産合計 95,888 103,960
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(２) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

売上高 47,939 58,959

売上原価 37,186 46,694

売上総利益 10,752 12,264

販売費及び一般管理費 4,390 4,871

営業利益 6,362 7,392

営業外収益   

受取利息 101 115

受取配当金 53 113

持分法による投資利益 － 1,888

為替差益 142 463

その他 99 216

営業外収益合計 396 2,797

営業外費用   

支払利息 361 363

持分法による投資損失 639 －

固定資産除却損 ※ 472 ※ 396

その他 710 168

営業外費用合計 2,184 928

経常利益 4,574 9,262

特別利益   

投資有価証券売却益 － 146

特別利益合計 － 146

特別損失   

減損損失 462 －

固定資産除却損 － ※ 31

その他 1 3

特別損失合計 464 35

税金等調整前四半期純利益 4,110 9,373

法人税、住民税及び事業税 660 1,153

法人税等調整額 △7 758

法人税等合計 653 1,912

四半期純利益 3,457 7,461

非支配株主に帰属する四半期純利益 2 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,455 7,450
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

四半期純利益 3,457 7,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 436 △161

繰延ヘッジ損益 △22 2

退職給付に係る調整額 1 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 770 1,744

その他の包括利益合計 1,186 1,570

四半期包括利益 4,643 9,032

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,637 9,028

非支配株主に係る四半期包括利益 5 3
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）（以下「収益認識会計

基準等」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配

が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識し

ております。

　なお、商品又は製品の国内販売については、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを

適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間である場

合には、出荷時に収益を認識しております。

　顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から

受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額

を控除した純額で収益を認識することとしております。

　この結果、従前の会計処理と比較して、当第３四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれ

ぞれ4,101百万円減少しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識適用指針第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新

たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企

業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連

結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的

な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること

としております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
 

EDINET提出書類

新日本電工株式会社(E01256)

四半期報告書

15/26



(追加情報)

(会計上の見積り)

　当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が当連結会計年度中の一定期間にわたり

継続することを前提として、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り

を行っております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多

く、将来の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
 

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８

号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体

納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係

る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いに

より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16

日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定

に基づいております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

次の関連会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（2021年12月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2022年９月30日）

Pertama Ferroalloys SDN.BHD.(借入債務) 1,390百万円 1,448百万円

 

※２　財務制限条項

前連結会計年度（2021年12月31日）

　短期借入金のうち2,000百万円及び長期借入金のうち9,000百万円（一年内返済予定の長期借入金

を含む）には、以下の財務制限条項が付されております。

　（1）純資産維持

① 長期借入金（2018年３月契約分3,500百万円）

各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産

の部の金額を、直前の決算期及び第２四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純

資産の部の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

② 長期借入金（2019年10月契約分5,500百万円）

各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産

の部の金額を、直前の決算期及び第２四半期の末日又は2018年12月決算期末日における純

資産の部の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

③ 短期借入金（2021年９月契約分2,000百万円）

各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産

の部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

　（2）利益維持

各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における営業損益が２期連続して損失と

ならないようにすること。
 

当第３四半期連結会計期間（2022年９月30日）

　短期借入金のうち6,000百万円及び長期借入金のうち7,450百万円（一年内返済予定の長期借入金

を含む）には、以下の財務制限条項が付されております。

　（1）純資産維持

① 長期借入金（2018年３月契約分2,500百万円）

各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産

の部の金額を、直前の決算期及び第２四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純

資産の部の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

② 長期借入金（2019年10月契約分4,950百万円）

各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産

の部の金額を、直前の決算期及び第２四半期の末日又は2018年12月決算期末日における純

資産の部の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

③ 短期借入金（2022年９月契約分6,000百万円）

各年度の決算期及び第２四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産

の部の金額を、前年同期比75％以上に維持すること。

　（2）利益維持

各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における営業損益が２期連続して損失と

ならないようにすること。
 

EDINET提出書類

新日本電工株式会社(E01256)

四半期報告書

17/26



(四半期連結損益計算書関係)

※　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)

　営業外費用の固定資産除却損472百万円は、工場設備等除却に係る経常的な損失であります。
 

当第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)

　特別損失の固定資産除却損31百万円は、操業停止した旧鹿島工場合金鉄事業設備の除却等に係

る損失であります。

　なお、営業外費用の固定資産除却損396百万円は、工場設備等除却に係る経常的な損失でありま

す。
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費

を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年９月30日）

減価償却費 1,563百万円 1,741百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2021年１月１日　至　2021年９月30日)

１.配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月30日
定時株主総会

普通株式 733 5 2020年12月31日 2021年３月31日 利益剰余金

2021年８月11日
取締役会

普通株式 587 4 2021年６月30日 2021年９月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

１.配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月30日
定時株主総会

普通株式 1,762 12 2021年12月31日 2022年３月31日 利益剰余金

2022年８月５日
取締役会

普通株式 1,175 8 2022年６月30日 2022年９月９日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自　2021年１月１日　至　2021年９月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
（注）１

合計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 

合金鉄
事業

機能材料
事業

環境
事業

電力
事業

計

売上高          

外部顧客への売

上高
29,244 8,339 4,461 999 43,045 4,893 47,939 － 47,939

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

77 114 17 － 209 126 335 △335 －

計 29,322 8,454 4,478 999 43,255 5,019 48,274 △335 47,939

セグメント利益 2,311 824 936 248 4,321 253 4,574 － 4,574

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に化学品等販売事業、そ

の他子会社事業となります。

　　　２．セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2022年１月１日　至　2022年９月30日)

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
（注）１

合計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 

合金鉄
事業

機能材料
事業

環境
事業

電力
事業

計

売上高          

顧客との契約か

ら生じる収益
42,985 8,769 4,389 1,216 57,360 1,598 58,959 － 58,959

外部顧客への売

上高
42,985 8,769 4,389 1,216 57,360 1,598 58,959 － 58,959

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

103 150 － － 254 136 390 △390 －

計 43,088 8,920 4,389 1,216 57,615 1,735 59,350 △390 58,959

セグメント利益 7,878 474 394 361 9,107 154 9,262 － 9,262

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に化学品等販売事業、そ

の他子会社事業となります。

　　　２．セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

 

 

２ 報告セグメントの変更等に関する事項

（共通費の配賦方法の変更）

報告セグメントごとの業績をより適切に評価するため、第１四半期連結会計期間より共通費

の配賦方法を変更しております。そのため、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、

変更後の事業セグメントの利益又は損失の測定方法に基づいて作成したものを開示しておりま

す。

 

（収益認識等に関する会社基準等の適用）

（会計方針の変更）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準

等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失

の測定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間は、「合金鉄事業」の売

上高が444百万円、「機能材料事業」の売上高が2百万円、「その他」の売上高が3,653百万円

減少しております。

 

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-

15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報は記載しておりません。

 

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。
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(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のと

おりであります。
 

(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
至　2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
至　2022年９月30日)

１株当たり四半期純利益 23円54銭 50円73銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 3,455 7,450

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益(百万円)
3,455 7,450

普通株式の期中平均株式数(株) 146,804,450 146,878,992

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

　当社は、2022年11月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について次のとおり決議しま

した。

１．自己株式の取得を行う理由

株主還元の充実、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策遂行のた

め

２．取得する株式の種類

当社普通株式

３．取得する株式の総数

15,000,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　10.21%）

４．株式の取得価額の総額

4,000百万円（上限）

５．取得期間

2022年11月９日～2023年３月24日

６．取得の方法

東京証券取引所における市場買付
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２ 【その他】

　第123期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）中間配当について、2022年８月５日開催の取

締役会において、2022年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議いたしました。

　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,175百万円

　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8円00銭

　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年９月９日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

２０２２年１１月８日

新日本電工株式会社

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石　井　　誠

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　田　靖　史

 

監査人の結論
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて
いる新日本電工株式会社の２０２２年１月１日から２０２２年１２月３１日までの連結会計年度の第３
四半期連結会計期間（２０２２年７月１日から２０２２年９月３０日まで）及び第３四半期連結累計期
間（２０２２年１月１日から２０２２年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半
期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新日本電工株式会社及び連結子会
社の２０２２年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成
績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 

監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結
財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立
の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ
ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他
の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、
我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示さ
れていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四
半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論
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は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連
結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠
を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ
ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
 

以　上
 
 
(注)１　上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しておりま

す。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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